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議会棟ＡＶシステム等改修工事公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、議会棟ＡＶシステム等改修工事（以下「本業務」という。）を行うに当

たり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断

される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

(１) 件名 

議会棟ＡＶシステム等改修工事 

(２) 業務内容 

①令和８年度：議場のＡＶシステム等改修工事 

②令和９年度：委員会室のＡＶシステム等改修工事 

※詳細は、別紙「議会棟ＡＶシステム等改修工事仕様書」のとおり 

(３) 契約期間 

契約締結の日から令和９年５月 21日（金）までとする。 

(４) 工事期間 

令和８年度：６月議会終了後から８月 19日（水） 

令和９年度：４月１日（木）から５月 21日（金） 

(５) 契約金の支払方法 

令和８年度：上記①が終了後、部分払い 

令和９年度：上記②が終了後、完成払い 

 

３ 予算 

見積限度額 ５３，７９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※見積書には年度別内訳を記載することとし、年度ごとの限度額を超えないこと。 

（年度限度額：令和８年度 27,830,000円、令和９年度 25,960,000円） 

 

４ 選定方法 

(１)公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

(２)参加事業者から提出された提案書、システム機能要件、及び見積金額により一次

審査を行い、上位３者程度を一次審査通過者として選定する。 

(３)一次審査通過者に対し、操作性審査及びプレゼンテーションによる二次審査を行 

い、一次審査と二次審査の点数を合算して、最も得点の高い事業者（優先交渉権

者）を選定する。なお、優先交渉権者は決定後、提案内容に基づいて協議のうえ、

再度見積書を提出する。 

(４)一次審査及び二次審査は、本市関係者で構成する議会棟ＡＶシステム等改修工事

事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において審査する。 



 2 / 7 

 

５ 参加資格 

以下の全てに該当する者のみ、企画提案を応募することができる。 

(１)霧島市における競争入札参加資格を有していること。 

(２)公告日現在において、指名停止措置を受けていないこと。 

(３)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当 

しないこと。 

(４)会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

(５)民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

(６)過去５年間（令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までに完了した業務）に

おいて、他自治体にて、本業務と同種の業務を完了した実績及び運用保守をした

実績を有していること。 

(７)霧島市暴力団排除条例（平成 25年霧島市条例第５号）に違反していないこと。 

 

６ 実施スケジュール 

項目 日程 

実施要領の公表 令和８年４月 13日（月） 

説明会の開催（参加自由） 令和８年４月 20日（月）午後２時から 

参加申込書等受付期限 令和８年４月 20日（月）午後５時必着 

参加資格審査結果通知 令和８年４月 22日（水） 

質問書提出期限 令和８年４月 24日（金）午後５時必着 

質問書回答 令和８年４月 30日（木） 

提案書等の提出期限 令和８年５月８日（金）午後５時必着 

一次審査（書類審査）結果通知 令和８年５月 14日（木） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和８年５月 21日（木）頃 

選定結果通知 令和８年５月 25日（月）頃 

 

７ 提出書類の様式 

(１)参加申込書（様式１） 

(２)参加資格要件確認表（様式２） 

(３)会社概要書（様式３） 

(４)業務実績（様式４） 

(５)業務実施体制（様式５） 

(６)企画提案書表紙（様式６） 

(７)機能要件確認書（別紙）※対応の可否等を記入すること 

(８)質問書（様式７） 
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(９)辞退届（様式８） 

８ 実施要領の公表 

(１)公表日 

令和８年４月 13日（月） 

(２)公表方法 

霧島市ホームページで公表する。 

 

９ 参加申込書等の提出 

(１)提出書類 

参加申込書（様式１）、参加資格要件確認表（様式２）、会社概要書（様式３） 

(２)提出期限 

令和８年４月 20日（月）午後５時（必着） 

(３)提出方法 

「20 問合せ先及び書類提出先」に持参又は郵送すること。 

※持参する場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く日（以下「開庁日」という。）の

午前８時 15分から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、書留又は簡易書留に限る。 

 

10 参加資格審査結果通知 

(１)通知日 

令和８年４月 22日（水） 

(２)通知方法 

参加申込書を提出した事業者にメールで通知する。 

 

11 質問書の提出及び回答 

 本実施要領について質問がある場合は提出すること。 

(１)提出書類 

質問書（様式７） 

(２)提出期限 

令和８年４月 24日（金）午後５時（必着） 

(３)提出方法 

「20 問合せ先及び書類提出先」に記載のメールアドレスに、件名を「議会棟Ａ

Ｖシステム等改修工事」と明記して提出。メール送信後に「20 問合せ先及び書

類提出先」に電話をすること。 

(４)回答方法 

質問者名を無記載として取りまとめ、全ての参加者に対して、令和８年４月 30

日（木）までに電子メールにより回答する。ただし、質問の内容が本事業による

事業者選定に公平性を保てないと判断される場合は回答しないことがある。 
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12 企画提案書等の提出 

(１)提出書類 

業務実績（様式４）、業務実施体制（様式５）、企画提案書表紙（様式６）、企画提

案書（任意様式）、機能要件確認書（別紙）、見積書（任意様式） 

(２)提出部数 

原本１部（クリップ留め）かつデータ送信 

(３)提出期限  

令和８年５月８日（金）午後５時（必着） 

(４)提出書類に関する留意事項 

ア 業務実績（様式４） 

業務実績は、元請として実施したものを対象とすること。 

イ 企画提案書（任意様式） 

様式規格はＡ４規格（Ａ３規格の折込可）とすること。 

ウ 企画提案書の基本的な内容 

本要領の内容を満たすこと。また、別紙の機能要件確認書において、仕様書

の各項目についての可否を示すこと。 

エ 見積書（任意様式） 

見積金額は 53,790,000円を上限とする。 

※見積書には年度別内訳を記載することとし、年度ごとの限度額を超えないこと。 

（年度限度額：令和８年度 27,830,000円、令和９年度 25,960,000円） 

(５)提出方法 

「20 問合せ先及び書類提出先」に持参又は郵送すること。 

※持参する場合は、開庁日の午前８時 15分から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、書留又は簡易書留に限る。 

 

13 一次審査（書類審査）の結果通知 

(１)通知日 

令和８年５月 14日（木） 

(２)通知方法 

参加した事業者にメールで通知する。 

 

14 二次審査（プレゼンテーション）の実施 

提案書の内容についてプレゼンテーションを行うこと。 

(１)実施日 

令和８年５月 21日（木）頃 

(２)実施時間 

１事業者 80分程度（プレゼンテーション及び操作体験、質疑応答）とし、実施
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日時等の詳細は一次審査通過者に別途通知する。 

(３)実施場所 

詳細は一次審査通過者に別途通知する。 

 

15 選定結果通知 

(１)通知日 

令和８年５月 25日（月）頃 

(２)通知方法 

二次審査に参加した事業者にメールで通知する。 

 

16 審査基準 

審査基準の概要は、以下のとおりとする。 

№ 評価項目 評価のポイント 

１ 業務の目的 本市の目的を適切に理解した提案となっているか。 

２ 導入実績 他自治体の議会ＡＶシステムの導入実績を有しているか。 

３ 導入支援 

⑴ 機能概要が適切に説明されているか。 

⑵ 導入するソフトウェアについて、他社製品との比較等により優位

性が提示されているか。 

４ 操作性 

⑴ ツールの操作性は初心者にも直感的で分かりやすく優れたもので

あるか。 

⑵ 操作の効率化・省力化が図られるような機能が提示されている

か。 

５ 研修 職員への操作研修の提案は十分か。 

６ 
スケジュール及び 

実施体制 

⑴ 実現性のあるスケジュールとなっているか。 

⑵ 業務の進捗管理を適切に実施できる体制となっているか。 

７ 運用 

⑴ 議会ＡＶシステムを運用する上で、助言や技術的支援の実施方法

が示されているか。 

⑵ 問合せに迅速に対応できるように人員を適切に配置しているか。 

⑶ バージョンアップへの対応が提案されているか。 

⑷ 障害発生時に適切な対応ができるか。 

８ 費用 見積金額が適切か。 

９ 
独自の取組み 

（任意） 

独自の取組みについて提案があり、その内容を基に本業務の効果を一 

層向上させることが期待できるか。 

 

 

17 参加の辞退 

参加申込書提出後、やむを得ず参加を辞退する場合は提出すること。 
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(１)提出書類 

辞退届（様式８） 

(２)提出期限 

二次審査（プレゼンテーション）実施日の前開庁日の午後５時（必着） 

(３)提出方法 

「20 問合せ先及び書類提出先」に持参又は郵送すること。 

※持参する場合は、開庁日の午前８時 15分から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、書留又は簡易書留に限る。 

 

18 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(１) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(２) 参加資格を満たさなくなった場合 

(３) 審査の公正性・公平性を害する行為があった場合 

(４) 参加申込及び提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

(５) 見積限度額の上限を超えた提案であった場合 

(６) 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場

合 

 

19 その他 

(１) 提案者は１つの提案しか行うことができない。 

(２) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

(３) 提出された提案書等は、返却しない。 

(４) 提出された参加申込書類については、参加資格の確認以外には使用しない。 

(５) 本企画提案に対する個別のヒアリング及び説明対応は、受け付けないものとす

る。 

(６) 提出期限以降の書類の差し替え及び再提出は認めないものとする。 

(７) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市が本プロポーザルに関

する報告、公表等のために必要な場合は、提出者の承諾を得ずに提出書類の内

容を無償で使用できるものとする。 

(８) 提出された提案書類等は霧島市情報公開条例（平成 17年霧島市条例第 10号）

第５条 に定める不開示情報（団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれのある情報など）を除き、公開の対象となる。 

(９) 提案書に記載された内容は、特に断りがない限り、受託後に追加費用を伴わず 

実施する意思があるものとみなす。 

(10) 本件に関する資料を、本件提案以外の目的で使用することを禁止する。 

（11）本業務の実施にあたり疑義等が生じた場合は、速やかに本市と協議のうえ、必

要な措置を講じるものとする。 
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（12）本プロポーザルの公告から契約締結までの期間中、本業務及び関連業務に関す

る営業行為を禁止する。 

（13）企画提案書の提出が１者のみであった場合であっても、「６ 実施スケジュー

ル」に沿った選定を実施する。 

  

20 問合せ先及び書類提出先 

  霧島市 議会事務局 議事調査課 議事グループ 

担当：德丸（とくまる） 

  〒899-4394 霧島市国分中央三丁目 45番１号 

  電話：0995－45－5111（内線 3207） 

 ＦＡＸ：0995－64－0923 

  Eメール：gikai@city-kirishima.jp 
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